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2024年６月12日 

各 位 

会 社 名  株式会社識学 

代表者名  代表取締役社長 安藤広大 

    （コード番号7049 東証グロース） 

問合せ先  上 級 執 行 役 員 池浦良祐 

       （TEL：03-6821-7560） 

 

新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 

 

当社は、2024年6月12日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238

条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び取締役を兼務しない上級執行役員に

対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議い

たしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ. 本新株予約権の募集の目的及び理由 

当社グループの連結業績向上に対する意欲を高めるとともに、株式価値の向上を目指す意

識を共有することを目的に、当社の取締役および取締役を兼務しない上級執行役員に対し、

株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。 

 

なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は160,000

株であり、最大で1.75％の希薄化が生じますが、本新株予約権の発行は、当社の既存株主

の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化の影響は合理的なものであると

考えております。 
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Ⅱ. 本新株予約権の発行要項 

1. 本新株予約権の名称 

株式会社識学第８回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

2. 申込期日 

2024年７月９日 

3. 割当日 

2024年７月11日 

4. 募集の方法 

第三者割当ての方法により本新株予約権を割り当てる。 

5. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの

目的たる株式の数（以下「付与株式数」という｡）は100株とする｡なお、本新株予約権の割

当日後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。

以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かか

る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株

式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 

また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与

株式数の調整を行うことができるものとする。 

6. 本新株予約権の総数 

1,600個 

7. 本新株予約権の払込金額 

新株予約権の１個あたりの払込金額は、本新株予約権の割当日において、一般的な価格算

定モデルであるブラック・ショールズ式により算定した１株当たりのオプション価格に付与株式数を

乗じた金額とする。なお、本新株予約権の付与を受けた者（以下「本新株予約権者」とい

う。）は、当該払込金額の払込みに代えて、報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する

ものとする。 

8. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

付与株式数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下

「行使価額」という｡）は、当初金１円とする。 

9. 本新株予約権を行使することができる期間 

2026年6月1日から2034年５月31日まで（但し、最終日が銀行営業日でない場合

にはその前銀行営業日まで）とする。 

10. その他の本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権の付与を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、本新株予約
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権を行使する時点において、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のい

ずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締

役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 

(2) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行

使することができない。 

(3) 本新株予約権者は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予

約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、取締役会が合理

的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 

① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合 

② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取

締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合

（但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。） 

③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 

④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の

滞納処分を受けた場合 

⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切

手が不渡りになった場合 

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあっ

た場合又は自らこれを申し立てた場合 

⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 

⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 

⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこ

れらに該当した疑いのある場合 

(4)本新株予約権者は、本第10項第（1）号から第（3）号の規定において、本新株予約権

を行使することができることを条件に、以下に定める日から、以下に定める割合ずつ権利行使

可能となる（以下、権利行使可能となることを「ベスティング」という）。但し、本新株予約権

者が本第10項第（2）号から第（3）号に定める事実に該当するに至った場合は、当該

時点以降のべスティングは中止し、本新株予約権者が休職期間中にある期間は、ベスティン

グされないものとする。なお、ベスティングされる本新株予約権の数については、割当時点にお

いて本新株予約権者が保有する本新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するも

のとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。但し、本第10項第(1)号但書に基づい

て本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。 

(イ) 割当日後に終了する当社のある事業年度における有価証券報告書に記載された、

親会社株主に帰属する当期純利益額が2025年２月期の連結業績予想の親会

社株式に帰属する当期純利益額の37百万円より10％超過であったとき、また

2025年2月末における株価が2024年2月末の501円より10％超過であったとき、

割り当てられた新株予約権の総数の25％まで 

(ロ) 割当日後に終了する当社のある事業年度における有価証券報告書に記載された、
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親会社株主に帰属する当期純利益額が2025年２月期の連結業績予想の親会

社株式に帰属する当期純利益額の37百万円より20％超過であったとき、また

2025年2月末における株価が2024年2月末の501円より20％超過であったとき、

割り当てられた新株予約権の総数の50％まで 

(ハ) 割当日後に終了する当社のある事業年度における有価証券報告書に記載された、

親会社株主に帰属する当期純利益額が2025年２月期の連結業績予想の親会

社株式に帰属する当期純利益額の37百万円より30％超過であったとき、また

2025年2月末における株価が2024年2月末の501円より30％超過であったとき、

割り当てられた新株予約権の総数の75％まで 

(ニ) 割当日後に終了する当社のある事業年度における有価証券報告書に記載された、

親会社株主に帰属する当期純利益額が2025年２月期の連結業績予想の親会

社株式に帰属する当期純利益額の37百万円より40％超過であったとき、また

2025年2月末における株価が2024年2月末の501円より40％超過であったとき、

割り当てられた新株予約権の総数の100％まで 

11. 本新株予約権の取得 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の

議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合）又は株主から

当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得

する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、未行使の本新株予約権の全部

を無償で取得する。但し、第 10 項第(1)号但書に基づいて本新株予約権を行使するこ

とができる場合は本項は適用されない。 

(2) 当社は、前号本文の規定にかかわらず、当社取締役会が有償で取得すると決定した場

合には本新株予約権の全部を公正な価格で取得することができる。但し、第 10 項第(1)

号但書に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。 

(3) 当社は、第 10 項第(1)号但書に基づいて本新株予約権を行使することができる場合に

おいて、買収決議等権利行使期間内に本新株予約権者が本新株予約権を行使しなか

った場合、未行使の本新株予約権を無償で取得する。 

(4) 当社は、本新株予約権者が第 10 項第(2)号から第(4)号に基づき権利行使の条件を

欠くこととなった場合又は権利行使条件が満たされないことが確定した場合若しくは本新株

予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日

の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5) 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもっ

て、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取

得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。 

12. 本新株予約権の譲渡 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。  

13. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 
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本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

14. 本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、本新株予約権を行使することができる期間中に当社所

定の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が

指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請

求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

15. 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（そ

れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換又は株式移転（それぞれ当社が完

全子会社となる場合に限る。）（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、組織

再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」

という。）を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権

を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとす

る。本項は以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限り適用される。但し、第10項第(1)号但書に基づいて本新株予約権を

行使することができる場合は本項は適用されない。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと

する。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第5項に準じて目的となる株式の数につき合理的

な調整がなされた数とする。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第8項に準じて行使価額につき合理的な調整が

なされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象

会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 
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第９項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、第９項に規定する本新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使の条件 

第10項に準じて決定する。 

(7) 新株予約権の取得事由及び取得条件 

第11項に準じて決定する。 

(8) 新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認（再編対

象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会）を要するものとする。 

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 

第13項に準じて決定する。 

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

16. 新株予約権証券の不発行  

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

17. 本新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め 

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 

18. その他 

(1) 本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び

本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法に

より、必要な措置を講ずることができるものとする。 

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

19. 払込期日 

2024年７月11日 

20. 新株予約権の割当対象者の人数及び割当数 

当社取締役（社外取締役を除く） 2 名 1,300 個 

当社取締役を兼務しない上級執行役員 １名 300 個 

 

以  上 

 

 


